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　保健師助産師看護師法の改正により、平成22年必要な教育年限が６か月から１年に延長し、助産学教育が多
様化してきた。本大学は学部と大学院の助産学教育を並行しているが、今年度で学部助産学教育は幕を閉じる。
本研究目的は、学部助産学教育評価から助産技術到達度と課題を明確にすることである。研究方法は、過去３
年間の学生を対象に実習での助産技術到達度を分析した。その結果、妊娠期は「保健指導」、分娩介助技術は、
１例目が最低点であり、「肩甲娩出」が課題であった。しかし、１例を丁寧に振り返ることで最終の10例目に
は自立して分娩介助できるように変化した。産褥・新生児期では、目標に到達するには２～３例の事例展開が
必要であった。これらのことから、実習期間内の体験数と獲得される能力の検討、講義・演習・実習や母性看
護学と助産学実習との連動の必要性が明らかになった。さらに、臨床と教育機関が連携した実習指導の重要性
が示唆された。
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学部助産学教育の助産技術到達度評価
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Ⅰ．はじめに
　平成21年７月「少子高齢化の進展に伴う医療の需
要の増大等に対応した良質な看護等を国民に提供す
ることの必要性に鑑み」保健師助産師看護師法等が
改正され、助産師国家試験受験資格取得に必要な教
育年限が６か月から１年に延長された。文部科学省
所管の助産学教育は、４年制の大学、１年生の専修
学校、大学専攻科、大学別科、短大専攻科そして、
２年生の大学院と多様化している。助産師養成とし
ては、大学や大学院における助産師養成機関が増加
し、短期大学専攻科は減少してきている。
　一方、産婦人科医師不足や分娩を取り扱う医療機
関の減少が助産師職能の活躍に期待は高まり、助産
師外来などによる助産師能力の発揮が求められてい
る。養成機関が多様化している中、現代の新卒助産
師の臨床実践能力低下を改善するために厚生労働省
（以下厚労省とする）は、「看護教育の内容と方法に
関する検討会」で助産師基礎教育における教育内容
について検討し、卒業時到達目標と到達度を明らか

にしている１）。臨床実践能力を高めるためには、特
に、講義・演習・臨地実習が連動していることは重
要であり、実習時の助産技術到達度を具体的に評価
し、課題を明確にしていくことが学生のスキルアッ
プにつながると考える。本大学は、平成13年より大
学４年制の中での学部助産教育と平成21年からは２
年生の大学院における助産教育を並行している。本
大学が開設されてから平成23年で学部助産学教育は
10年の歴史を刻み、総数45名の助産師を送り出して
いる。しかし、時代の変遷に伴い、今年度で学部助
産学教育は幕を閉じることになる。そこで、助産学
実習における助産技術評価表改正後の過去３年間の
学部助産学教育の助産技術到達度評価をして、次年
度以降の大学院教育へ役立てることを目的とし、本
研究に取り組んだ。

＊日本赤十字北海道看護大学	 （2012.6.24受理）

【研究報告】

【要　　旨】
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Ⅱ．本大学のカリキュラムと本研究方法
１	．授業展開の概要（カリキュラムと実習目的と実
習概要）
１）授業の進行とカリキュラム
　学部助産学の授業は、２年次に選考試験で合格
した学生に他学生が講義・実習のない期間集中的
に３年前期に助産学概論（15時間）、妊娠期助産
学方法論（15時間）、後期に分娩期助産学方法論（30
時間）、４年次の４月に産褥期・新生児期助産方
法論（30時間）、助産学演習（60時間）、後期に助
産管理学（30時間）、助産学実習（405時間）を展
開している。その他指定規則に必要な科目（地域
母子保健、基礎助産学など）は、学部教育の科目
の中で読み換え科目としている。
２）講義・演習における工夫
　講義の期間は、通常の学部教育のない期間に集
中的に組まれていることからかなりハードである。
各年の学生数は２～５人と少人数制であることか
ら、一方的な講義ではなく参加型の講義を意識し
て展開した。また、分娩介助技術演習は、４月に
60時間集中的に入るが、５月から８月までは領域
実習、そして、10月から助産学実習であることか
ら、夏休み期間を利用して分娩介助技術練習に取
り組むことになる。そのため、演習終了時に一度
中間評価をし、自己の課題を明確化したうえで、
実習に入る前の９月に分娩介助技術最終試験を実
施した。分娩介助技術については、平成18年教材
分娩介助モデル（ファントム）付属の胎盤はビニー
ル製のため滑りが悪く練習中もスムーズに娩出で
きないことから、実習でも胎盤娩出がうまくでき
ないといった課題があった。そのため、平成19年
より胎盤娩出ができることを目的として筆者が胎
盤の教材を作成し、演習に取り入れることにした。
　分娩介助技術試験は、基本的な技術は手順をふ
めばできるが、臨地実習では分娩進行状況に応じ
た対応が望まれるため、事例設定を行い初産婦、
経産婦と指定した OSCE を意識した試験を実施
し、より実践に近づけた。
３）実習目的と実習概要
　（１）実習目的
　妊産褥期にある女性・子どもとその家族を尊
重し、安全で快適な出産とよりよい子育てに向
けての家族再構築への支援ができるために、助
産診断に基づいて個別性に応じた助産ケアを提

供できる実践能力を養う。
　（２）実習概要
　実習は、405時間、９単位である。国家試験
受験資格である分娩介助10例のほか、妊娠期、
産褥・新生児期実習を実施している。また、カ
リキュラム改正に伴い、平成22年より妊娠期か
ら産後１か月までの継続事例実習を追加した。
実習施設は、北見市内の２施設で内容や分娩件
数に応じて分別した。分娩介助については、生
まれる時間が異なることや出生数の減少により
24時間体制での変則時間の実習および継続事例
については、土・日曜祭日を含めた実習となっ
ている。

２．倫理的配慮
　対象者には、文書にて研究の主旨を伝え、承諾を
得た。調査への参加は自由意志であり協力を得られ
ないことでの不利益は被ることはないこと、また、
評価表は無記名とするため、個人が特定されること
はないこと、調査結果は今後の助産学教育に役立て
ることを伝えた。
　また、本研究は本大学の倫理委員会の承認を得て
いる。

３．用語の定義
１）学部助産学教育
　保健師助産師看護師法（以下保助看法とする）
第３条の助産師資格取得のため、保健師助産師看
護師養成所指定規則（以下、指定規則とする）の
養成機関である大学で所定の教育をすること。　　
２）助産学実習
　指定規則に定められた教育内容の臨地実習をす
ること。
３）妊娠期実習
　妊婦健診において、一連の過程を受け持ち来院
時の状況を観察・診断して必要な保健指導を実施
する。
４）分娩介助
　分娩第１期から分娩終了後２時間までの分娩介
助（胎児およびその付属物の娩出）と産婦のケア
を一人の学生が助産師の指導のもとに実習するこ
と。
５）産褥・新生児期実習
　分娩介助したケースに対して、継続して退院ま
で受け持つ実習であり、介助したケースすべてに
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ついて経過は観察する。また、産褥・新生児期展
開事例については、入院中必要なケアの実施およ
び退院指導まで実施する実習のこと。
６）継続事例実習
　妊娠期から産後１か月健診まで一人の女性と胎
児（または新生児）を継続的に受け持ちケアする
実習のこと。

４．研究方法と分析
１）調査対象者：助産技術評価表改正後過去３年間
の学部助産学生10名
２）データ収集方法：助産学実習における妊娠期実
習評価表、分娩介助100例の助産技術到達度評価
表、産褥期実習評価表を無記名にしてコピーをも
とにデータ化して分析した。
３）助産技術到達度評価内容
　各期についての評価指標は、４：ひとりで自立
してできた、３：少しの助言でできた、２：かな
りの助言でできた、１：できなかった　の１～４
段階リッカート式とした。
（１）妊娠期：助産診断過程とケアに関する５項
目とした。

（２）分娩期：助産診断と分娩介助技術の視点から、
９項目に分類した。分娩介助技術は、さらに介
助数から分類して１～３例は「基本的分娩介助
を体験できる」、４～６例は「基本的分娩介助
ができる」、７～10例は「基本的分娩介助が主
体的にできる」という項目を中心に３段階に目
標を設定した。

（３）産褥・新生児期：助産診断過程とケアに関
する５項目とした。

４）分析方法
　過去３年間の各項目の平均点を算出し、助産技
術到達度状況（できている項目、できていない項
目）を明らかにする。

Ⅲ．結　　果
　各期の助産技術到達度を下記に示す。
　評価指標は、４：ひとりで自立してできた、３：
少しの助言でできた、２：かなりの助言でできた、１：
できなかった　の１～４段階リッカート式である。
ただし、分娩介助についての２は、手技の介入によ
る助言を受けてできたという項目を含める。
１．妊娠期

表１．妊娠期の年度別各項目平均点
評　価　項　目 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 A.V

１	．必要な情報を適切に収集できる 3.4 3.7 3.0 3.4
２	．女性・胎児とその家族の心身の健康
状態についてアセスメントし、診断で
きる

3.2 4.0 3.0 3.4

３	．ケア目標・計画の立案、実施できる 3.2 3.7 3.0 3.3
４	．ケースに必要な保健指導ができる 3.0 3.0 2.5 2.8
５	．ケアの評価ができ、修正が行える 3.4 3.0 2.5 3.0

　年度によって若干の得点差はあるものの、平均す
ると「情報収集」、および「女性と胎児とのその家
族の心身の健康状態のアセスメント・診断」が平均
3.4点と最も高く、アセスメント・診断からケアの
目標立案、実施はある程度できるが、「ケースに必
要な保健指導」は平均2.8点と最も低く、学生にと
って計画は立案しても実際に対象に保健指導するこ
とが難しいことが明らかになった（表１）。

２．分娩期
　評価表は、『助産過程』、『安全留意』、『清潔留意』、
『第３・４回旋の調整』、『出生直後の新生児ケア』、『胎
盤娩出介助』、『分娩直後の母体の観察・判断』、『胎
盤診査』、『第４期の観察・判断』の９つのカテゴリ
ーからなる。カテゴリーごとに下記に結果を述べる。
　助産過程については、「情報収集」が2.9点と最も
高く、次に「分娩進行状況の診断」が2.8点と高か
った。最も低かったのは、「ケアの評価・修正」2.5
点であり、初期診断したことを分娩進行状況に応じ
て評価・修正することがなかなか困難であった。
　安全留意では、過去３年間の平均が2.8～3.0点と
ほぼ「少しの助言でできる」という到達度であった。
　清潔留意は、１～３例目の間に例数ごとに上昇し、
４例目にはほぼ平均3.0点以上となっていた。平均
3.2～3.4点と他の項目は対象によってできない場合
もあるが安定して早い例数のうちにできていた項目
である。
　第３・４回旋の調整は、「肩甲娩出」が平均2.4点、
「第３回旋の調整」が平均2.5点であり、肩甲娩出時
の力加減や第３回旋時の努責から短促呼吸法へ変更
するタイミングが困難であった。
　出生直後の新生児のケアでは、「臍帯結紮と切断」
は平均3.3点、「アプガールスコアの採点」平均3.2点、
「第１呼吸の助成」は平均3.0点であった。
　胎盤娩出介助は、「２つ以上の剥離徴候の観察」
が平均3.3点、「胎盤娩出」は、平均2.9点であった。
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　分娩直後の母体の観察・判断は、「出血、子宮収縮、
一般状態の観察、異常の有無の判断」が平均2.8点、
「軟産道、外陰部の観察・判断」は、平均2.6点であ
り、対象の状態により少しの助言またはかなりの助
言を要する状況であった。
　胎盤診査は、平均3.6点であり、後半は特に少し
の助言あるいはひとりで自立してできていた。
　第４期の観察・判断では、「１時間値の判断」、「２
時間値の判断」については、いずれも平均3.0点と
少しの助言でできる状況であった。
　このように、分娩介助技術の中で最も高得点であ
ったのは、「胎盤診査」3.6点であり、最も低かった
のは、「肩甲娩出」2.4点、次に「第３回旋の調整」
が2.5点であった。分娩介助評価表全項目の平均点
は2.9点であり、ほぼ「少しの助言でできる」とい
う到達レベルであった（表２）。
　１例から10例目の評価表の推移をみると以下のこ
とが明らかとなった（表３）。
　１例目が全項目の平均点が2.3点と最も低く、10

例目が平均3.5点と最も高かった。また、本大学では、
学生に10例の分娩介助体験を実施することにとどま
らず、分娩介助評価表のほかに全体の到達度レベル
を１～３例目を１段階（基本的分娩介助が体験でき
るなど）、４～６例目を２段階（基本的介助ができ
るなど）、７～10例目（基本的分娩介助が主体的に
できるなど）３段階に目標設定をして、意識的に主
体的に助産ケアしていくようにした。そのため、各
段階終了時には、あらためて学生と教員で面接を実
施して対象への助産診断およびケア、介助技術につ
いての検討から学生の課題を明確にし、必要な知識
の補強や苦手な技術の練習強化に励み、次の実習に
備えた。

３．産褥・新生児期
	「必要な情報収集」は、平均3.0点と最も高く、「ケ
アの評価・修正」は、平均2.5点であった（表４）。
　学生は、必要な情報を収集してアセスメント・診
断はできるが、自分の立案した褥婦・新生児のケア

表２．分娩期の年度別各項目平均点
H21年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度 A.V.

１	．助産過程につ
いて

１）必要な情報を適切に収集できた。 2.8 2.8 3.1 2.9
２	）産婦 ･胎児の心身の健康状態 ･分娩進行状況についてアセスメントし、診断できた。 2.7 2.7 2.9 2.8
３	）産婦の情報統合を行い、ケア計画を立案し、実施できた。 2.5 2.6 2.8 2.6
４）ケアの評価ができ、修正ができた。 2.4 2.4 2.6 2.5

２	．安全に留意で
きた。

１）分娩室入室時期が適切であった。 2.5 2.9 3.3 2.9
２）分娩台上で産婦の安全が確認できた。 2.7 2.9 3.3 3.0
３）児娩出直後安全な取り扱いができた。 2.6 2.8 3.0 2.8

３	．清潔に留意で
きる。

１	）介助者の準備（手指消毒、予防衣、ゴム手袋着用）が清潔にできた。 3.3 3.4 3.6 3.4
２）外陰部の洗浄ができた。 3.2 3.3 3.5 3.3
３	）分娩野の作成（産婦への覆布、必要物品の配置）が清潔にできた。 2.8 3.2 3.5 3.2

４	．第３・４回旋
の調整ができる。

１	）内診により分娩進行状態の把握ができた。 2.5 2.7 2.9 2.7
２）肛門保護ができた。 3.1 2.9 3.5 3.2
３）第３回旋の調整ができた。 2.4 2.4 2.8 2.5
４）肩甲娩出ができた。 2.3 2.4 2.6 2.4
５	）骨盤誘導線を考慮しながら、躯幹娩出ができた。 2.7 2.6 3.4 2.9

５	．出生直後の新
生児のケア

１）第１呼吸の助成ができた。 3.0 2.9 3.0 3.0
２）保温に留意できた。 2.6 2.7 2.6 2.6
３）アプガールスコアの採点ができた。 3.0 3.3 3.2 3.2
４）	臍帯結紮と切断ができた。 3.0 3.2 3.8 3.3

６	．胎盤娩出介助
ができる。

１	）二つ以上の胎盤剥離徴候が観察できた。 3.3 3.2 3.4 3.3
２）胎盤の娩出介助ができた。 3.0 2.6 3.2 2.9

７	．分娩直後の母
体の観察・判断

１	）出血、子宮収縮、一般状態の観察、異常の有無の判断ができた。 2.9 2.6 2.9 2.8
２	）軟産道（裂傷の状態）、外陰部の観察・判断ができた。 2.5 2.5 2.7 2.6

８．胎盤診査 ８．胎盤の診査ができた。 3.4 3.4 3.9 3.6

９	．第４期の観察	
・判断

１	）１時間値（VS、出血、子宮収縮、一般状態の観察、異常の有無）の判断ができた。 3.0 3.0 3.1 3.0
２	）２時間値（VS、出血、子宮収縮、一般状態の観察、異常の有無）の判断ができた。 3.0 3.0 3.1 3.0
Total 73.3 74.0 81.3 76.3
全項目平均 2.8 2.9 3.1 2.9
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表３．１～10例までの各項目平均点の推移
１例目 ２例目 ３例目 ４例目 ５例目 ６例目 ７例目 ８例目 ９例目 10例目 A.V.

１	．助産過程に
ついて

１）必要な情報を適切に収集できた。 2.2 2.3 2.4 2.7 2.9 2.9 3.2 3.1 3.5 3.7 2.9
２	）産婦 ･胎児の心身の健康状態 ･分娩進行状
況についてアセスメントし、診断できた。 2.1 2.2 2.3 2.8 2.8 2.8 3.0 2.8 3.1 3.2 2.7

３	）産婦の情報統合を行い、ケア計画を立案し、
実施できた。 2.1 2.1 2.3 2.5 2.4 2.7 2.9 2.9 3.0 2.9 2.6

４	）ケアの評価ができ、修正ができた。 1.9 2.1 2.1 2.3 2.4 2.3 2.6 2.6 3.0 2.8 2.4

２	．安全に留意
できた。

１）分娩室入室時期が適切であった。 2.3 2.5 2.6 2.9 2.3 2.8 2.9 3.5 3.1 3.3 2.8
２	）分娩台上で産婦の安全が確認できた。 2.4 2.7 2.4 2.7 2.7 3.1 3.0 3.0 3.3 3.5 2.9
３	）児娩出直後安全な取り扱いができた。 2.1 2.4 2.5 2.8 2.6 3.0 2.6 2.8 3.2 3.3 2.7

３	．清潔に留意
できる。

１	）介助者の準備（手指消毒、予防衣、ゴム手
袋着用）が清潔にできた。 2.5 3.1 3.1 3.2 3.3 3.7 3.5 3.7 3.7 3.9 3.4

２）外陰部の洗浄ができた。 2.8 2.9 3.1 3.4 3.6 3.5 3.3 3.3 3.5 3.8 3.3
３	）分娩野の作成（産婦への覆布、必要物品の
配置）が清潔にできた。 2.8 2.6 2.7 3.3 2.9 3.4 3.6 3.6 3.0 3.4 3.1

４	．第３・４回
旋の調整がで
きる。

１	）内診により分娩進行状態の把握ができた。 2.1 2.4 2.3 2.8 2.7 2.7 2.7 3.0 2.9 3.0 2.7
２）肛門保護ができた。 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.4 3.0 3.5 3.6 3.6 3.1
３）第３回旋の調整ができた。 1.9 2.2 2.1 2.3 2.3 2.4 2.4 2.8 3.1 3.3 2.5
４）肩甲娩出ができた。 1.8 2.1 1.9 2.4 2.2 2.8 2.2 2.9 2.4 3.1 2.4
５	）骨盤誘導線を考慮しながら、躯幹娩出がで
きた。 2.1 2.2 2.5 3.0 2.9 2.9 2.8 3.2 3.0 3.4 2.8

５	．出生直後の
新生児のケア

１）第１呼吸の助成ができた。 2.4 2.8 2.6 3.0 2.8 3.3 2.7 3.7 2.8 3.5 3.0
２）保温に留意できた。 1.8 2.2 2.4 2.7 2.4 2.9 2.9 2.8 2.9 3.4 2.6
３	）アプガールスコアの採点ができた。 2.3 2.9 2.8 3.0 3.0 3.4 3.6 3.1 3.7 3.5 3.1
４）臍帯結紮と切断ができた。 2.8 3.0 2.7 3.2 3.2 3.0 3.2 3.6 3.5 3.9 3.2

６	．胎盤娩出介
助ができる。

１	）二つ以上の胎盤剥離徴候が観察できた。 2.6 3.4 2.9 3.2 3.2 3.3 3.2 3.7 3.8 3.9 3.3
２）胎盤の娩出介助ができた。 2.3 2.9 2.6 3.2 2.9 3.0 3.0 3.6 3.4 3.8 3.1

７	．分娩直後の
母体の観察・
判断

１	）出血、子宮収縮、一般状態の観察、異常の
有無の判断ができた。 2.2 2.4 2.6 2.6 2.7 2.8 3.1 3.3 3.0 3.4 2.8

２	）軟産道（裂傷の状態）、外陰部の観察・判
断ができた。 2.1 2.3 2.5 2.3 2.3 2.7 2.4 2.8 2.4 3.0 2.5

８．胎盤診査 ８．胎盤の診査ができた。 3.0 3.4 3.2 3.5 3.6 3.4 3.6 3.4 3.7 3.9 3.5

９	．第４期の観
察・判断

１	）１時間値（VS、出血、子宮収縮、一般状
態の観察、異常の有無）の判断ができた。 2.6 2.6 2.9 2.8 2.8 2.9 3.1 3.2 3.4 3.7 3.0

２	）２時間値（VS、出血、子宮収縮、一般状
態の観察、異常の有無）の判断ができた。 2.6 2.6 3.0 2.9 2.8 2.9 3.2 3.2 3.3 3.7 3.0

Total 60.3 67.0 67.1 74.4 72.8 78.1 77.8 83.1 83.3 89.9 75.4
全項目平均 2.3 2.6 2.6 2.9 2.8 3.0 3.0 3.2 3.2 3.5 2.9

計画を実施することや日々変化している対象の状況
に合わせて評価・修正することが困難であった。ま

表４．産褥期の年度別各項目平均点
評　価　項　目 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 A.V.

１	．必要な情報を適切に収集できる 3.2 3.0 2.8 3.0
２	．褥婦と新生児とその家族の身体およ
び心理・社会的側面についてアセスメ
ントし、診断できる

2.5 3.2 2.7 2.8

３	．褥婦・新生児のケア目標・計画の立
案、実施ができる 2.4 2.8 2.7 2.6

４	．ケアの評価ができ、修正が行える 2.3 2.7 2.5 2.5
５	．産褥・新生児期のケースとのかかわ
りの中で基本的なケア技術を安全に個
別性を踏まえて提供できる

2.7 2.7 2.5 2.6

た、個別性を踏まえてといった点では、特に授乳の
判断、乳房ケアや母乳栄養確立へ向けたケアに関し
て難しい状況であった。

Ⅳ．考　　察
１．妊娠期
	「情報収集」および「アセスメント・診断」、「計画、
実施」は、平均3.3～3.4点であるが、「ケースに必
要な保健指導の実施」では、2.8点であった。前日
までのカルテ情報から予測した診断をもとに助産計
画を立案して妊婦健診に臨むが、当日の状況で変化
してい場合、診断の修正、保健指導の変更が必要と
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なることから対象の状況に合わせて臨機応変に対応
することが難しいと考える。「ケアの修正・評価」
も平均3.0点であり、自分が実施したケアについて
対象の反応からその場で評価すること、事前に立て
た計画からの修正を苦手とする特徴がある。また、
実習期間上、２～３回の保健指導を体験するのがや
っとであることから、この目標をクリアするために
は、繰り返し演習でのイメージトレーニングをする
ことや妊娠週数に応じて必要な保健指導内容を十分
に頭にいれておくことが必要であると思われる。年
度別に比較すると、平成23年の平均が低下していた。
これは、実習施設の環境上、受け持ち展開したケー
スのみの関わりとなり、助産技術体験回数が減少し
たことが原因の一つにあると考えられる。そのため、
展開ケース以外でも対象の了解が取れた場合には、
積極的に関わり観察・判断することで徐々に限られ
た時間での情報収集力や様々な妊娠週数のケースの
体験を通して観察する技術や診断力が高まると考え
られる。
　渡辺ら２）の調査によると、学習到達状況について、
すべての教育機関で「妊娠期」の到達度が低く、特
に大学で低かった。大学課程の教育では、ハードな
カリキュラムの都合上、分娩を中心とした周産期ケ
ア能力の育成を中心にしていかなければならない時
間的な制約が影響していると考える。厚労省の卒業
時到達目標と到達度でみると、妊娠期の評価項目の
到達度は、「少しの助言で自立してできる」となっ
ていることから、ほぼ目標は達成されているが、「時
期に応じた妊娠の診断方法の選択」は機会がなく、
「妊娠経過から分娩・産褥を予測した支援」という
部分では、教員の介入を要する状況である。妊婦健
康診査においては、妊娠週数に応じた対象に必要な
ケアが望ましく、「ケースに必要な保健指導ができ
る」という視点でも強化が必要である。以上の学部
助産学教育では、妊娠期ケアとして、「妊婦健康診
査」、「保健指導」の力が十分につくまで展開ができ
る状況になっていない。

２．分娩期
　分娩介助事例数は、指定規則で９例以上「10例程
度」とあり、本大学でも10例を達成目標としてきた。
分娩介助の１例目から10例目までの学生の傾向を以
下に考察する。
１）１～10例の平均の推移
　過去３年間において１例目が最低点であった。

その後徐々に上昇し、10例目が最も高いことが明
らかとなった。分娩介助事例数が増えれば、技術
習熟がなされることが予測されるが、例数を積む
だけでは順調に向上するわけではない。松岡らは、
分娩期の助産実習指導において、教育機関と臨床
実習期間との連携は非常に重要であることを報告
している３）。本大学では、介助終了ごとに学生・
指導者・教員の３者で評価表を用いた振り返りを
おこない、評価に相違があった場合には、なぜそ
のように思ったのかを３者で照合し、具体的な振
り返りをしている。これが、課題の共通認識につ
ながり、技術到達度の向上につながったと思われ
る。また、菱沼らは、臨床指導者は、振り返りを
活用し、実践能力の育成だけではなく、助産の楽
しさや自らの教育的意図を学生に伝えていたこと
が明らかにされている４）。このように、教育機関
と臨床指導者が連携していくことは、学生にとっ
ても有益であると思われる。さらに、課題が明確
になったあとはすぐに次の介助をするのではなく、
分娩介助技術の課題克服のための練習を積み、弱
点を強化したうえで次に臨んだことや分娩サマリ
ーを用いて自分が介助した事例の診断およびケア
の検討をカンファレンスしたことが学生同士の情
報の共有や知識の再確認となり、効果的であった
と考える。
　分娩介助の項目を１例目と10例目で比較すると
１例目の助産診断では、全体に低く、特に「ケア
の評価・修正」は分娩進行状況に変化があった場
合の判断・対応が難しく平均1.9点であった。分
娩介助技術については、「肩甲娩出」、「出生直後
の新生児の保温」が1.8点と最も低く、次に「第
３回旋の調整」1.9点、「分娩直後の軟産道、外陰
部の観察・判断」2.1点であった。「肩甲娩出」は、
分娩介助モデル（ファントム）での練習ではゴム
の抵抗感が強く経産婦のスムーズな娩出の速さや
初産婦で胎児が大きめの場合、努責のタイミング
と娩出を誘導する力加減が実感できないことが影
響していると考えられる。
　また、「内診による分娩進行状態の把握」が2.1
点であり、解剖生理を学習して望んでも子宮口の
位置によっては、どれが子宮口かわからないとい
うことから始まるため内診については、教育に限
界があり、繰り返し実践でトレーニングを積むこ
とが実践力につながると考える。10例目の助産診
断では、特に、必要な情報を対象の状況にあわせ
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て適切に収集できるように変化しており、診断し
たことからケアの計画・実施をすることができる
ようになった。しかし、10例目であっても診断後
の変化に対応したケアの評価・修正はなかなかで
きない学生が多い。学生の特徴として、産婦の変
化に気づくことはできても、分娩進行中であるこ
とから対象に寄り添うことで精一杯となり、対象
から離れることができなくなることがある。助産
師は、どのような分娩進行時であっても常に冷静
な判断が要求される。そのため、対象の状況を常
に客観的にとらえ、現状の把握はもちろん、今後
の予測を念頭に置きながらケアすることが重要で
ある。学生が変化をとらえた時に必要なケアを学
生自身が判断できるように意識的に教員が介入し
ていくことで改善されると思われる。また、助産
診断時、その後の予測があいまいであると変化時
に対応ができなくなるため、起こりうる問題につ
いても考えられるように指導を強化することが必
要であろう。
　分娩直後の母体の観察・判断では、「分娩直後
の軟産道、外陰部の観察・判断」が3.0点であり、
この観察を怠ると時には弛緩出血などの異常をも
たらすこともあり、重要な観察であるが、胎盤娩
出後は、学生自身危機意識が減少しているかもし
れない。また、医師によっては、学生に観察する
時間を与えず縫合を始めることがあることが要因
の１つであろう。「軟産道、外陰部の観察」は演
習ではなかなかできない部分であり、臨床でしか
観察できないため、難しく今後も課題となってい
くであろう。
　また、本大学の３段階の分娩介助技術目標から
考察すると、４例目、８例目をポイントとして点
数が著明に上昇していることがわかる。特に、４
例目には「清潔操作」、「出生直後の新生児ケア」、
「胎盤娩出介助」の項目が特に上昇していた。「入
室時期の判断」、「第３・４回旋の調整」、「分娩直
後の母体の観察・判断」は８例目辺りから上昇し
ており、他の項目も得点に安定がみられた。この
ことから、分娩技術目標を１～３例は「基本的分
娩介助を体験できる」、４～６例は「基本的分娩
介助ができる」、７～10例は「基本的分娩介助が
主体的にできる」という項目を中心に３段階設定
し、次の段階へ入る前に学生と面接することは、
学生自身が振り返る機会となり、意識的に次の分
娩介助を実施することで技術の向上につながって

いると考えられる。石村らは、分娩介助技術の習
得過程は、「始動期」、「準備期」、「移行期」、「到
達期」、「応用期」の５段階に区分され、順にステ
ップアップすること、これらの時期に応じた教育・
支援の検討が必要であると報告している５）。この
ように、学生の習得過程を把握し、学生個々の課
題を明確にした教育・支援が教員の役割として重
要であると思われる。しかし、意識はしていても
「入室時期の判断」、「第３・４回旋の調整（努責
の誘導、児頭娩出、肩甲娩出）」、「分娩直後の母
体の観察・判断」は３段階目の後半になってやっ
と上昇する傾向にあった。岡山らは、分娩介助に
おいて「努責の誘導」、「児頭娩出」、「肩甲娩出」は、
熟練した経験が必要な技であり、学内での教育と
分娩介助10回のみでは高いレベルの技術習得は難
しいと報告している６）。そのため、これらの項目
は、いろいろなケースで繰り返し実践することか
ら身につく判断力であり、卒業後の実践でさらに
積み重ねていくことで判断力がつくようになるで
あろう。　　
２）過去３年間の各項目の平均
　年度別にみると総合点は年々上昇していた。こ
れは、大学院開設に伴い学生数が徐々に減少した
ことで、実習期間内に介助しなければならない分
娩介助総件数に違いがあることが影響していると
考える。つまり、分娩総件数が多くなればなるほ
ど、現代の少子化における助産学実習は昼夜、土
日祭日を問わず、分娩があるときに介助していく
といった方策を取らなければ国家試験受験資格の
10例には到達されないため学生の負担が増すこと
になるのである。学生の学習環境としては、いつ
呼ばれるかわからない状況で待機し、夜中に覚醒
が不十分な状態で実習することや、思考過程の整
理が十分にできず、自己の課題に対する技術練習
をしないまま次の介助をすることになるよりは、
限られた時間ではあるが、思考過程の整理がある
程度つき、技術課題の対策を講じてからできるこ
とが望ましいと考える。そのためには、実習内容
の調整を学生のレディネスや希望を踏まえ、教員
が調整することが重要である。また、量よりも質
を重視した実習をすることにより、結果的には診
断力・実践力につながると考える。
３）厚労省の卒業時到達目標と到達度との比較
	「分娩開始の診断」「分娩経過診断」「時期診断か
ら産婦および胎児に必要なケアの実施」をするこ
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とはほぼできていた。「分娩進行に伴う異常発生
の予測と予防的行動」については、分娩進行によ
り状況が変化した時の修正が3.0点に満たなかっ
た。学生にとって、現時点で対象の分娩状態が正
常か否かを診断しケアすることが第１優先であり、
その場で実践していくことから、異常への予測し
たケアまではなかなか考えるに至らなかったと考
察する。また、学部助産学教育の中でハイリスク
に関する講義時間が少ないことが影響していると
推察する。今後は、講義でハイリスクについて強
化するとともに演習では、正常事例のみならず、
ハイリスク事例に関しても事例展開できるように
教育計画を立てることが実践につながると考える。

３．産褥・新生児期
　分娩介助した場合、全事例に対して退院までのケ
アを実施することが望ましいが、時間的に分娩介助
事例を受け持ちながら同時に複数の対象者を受け持
ち、ケアを実施することは難しい。そのため、退院
まで母子の観察を継続することにとどまる。その中
で学生が選択した２または３例については、日々助
産過程展開をして、入院中のケア・退院時指導の実
施、１か月健診時の観察とケアを継続した。ただし、
平成22年は臨床・大学ともに継続事例実習を初めて
導入したため産褥展開事例数を３例から２例に変更
した。展開事例１例目を年度別にみると、全体に
2.0点程度となっている。産褥・新生児期に関して
は母性看護学実習で１事例すでに看護展開をしてお
り、合格した段階で助産学実習にきている。しかし、
助産学生は、母性看護学実習を３年次５月頃に終了
していることから、かなり期間があいていること、
実習施設の分娩件数の減少により、母性看護学実習
時の受け持ち対象が経膣かつ正常産褥・新生児では
なく、帝王切開や母子分離、産褥５日目からの２日
間のみの受け持ちとなっていた。これらの影響から
か、正常産褥・新生児の観察・判断することをなか
なか体験できていない。母性看護学と助産学との連
動を考えると、助産学は、母性看護学を基盤として
さらに深い知識と技術を要することから、今後は母
性看護学実習の受け持ち対象の検討も加味していく
ことが必要となるであろう。また、技術面でも沐浴
を実施したことがないまま助産学実習にくる学生も
いるなど、臨床側からは助産学実習ではある程度の
母性看護学技術はできるととらえられることから、
技術体験に関する調整や工夫も必要となるであろう。

一方、平成22年度が２事例の展開であるにもかかわ
らず、２例目と他の年度の３例目と到達度にさほど
違いがないのは、妊娠期から受け持っている継続事
例ケースであることが良い結果につながったと思わ
れる。しかし、平成23年の継続事例ケースは２例目
であるが低得点であった。これは、２施設から１施
設での実習に変更となり、継続事例実習と他の実習
とを同時にこなさなければならないことが低下の原
因であると考えられる。助産学実習の場合、複数の
受け持ちを持ちながら、妊娠期、分娩期、産褥・新
生児期のケアをするということが、現代の学生にと
って課題となるであろう。
　厚労省の卒業時到達目標と到達度でみると、「産
褥経過における身体回復の診断」、「褥婦の心理・社
会的側面の診断」、「褥婦のセルフケア能力を高める
支援」「育児技術に必要な知識提供と技術支援」、「家
族のアタッチメント形成支援」、「産褥復古阻害の予
測したケア」、「産後１か月までの母子の健康診査と
健康状態の予測」、「母乳育児に必要な知識の提供」、
「母乳育児を行えない母親への支援」の到達度が「少
しの助言で自立してできる」である。１例目の展開
では、これらの目標到達はされておらず、情報収集
の段階でも「正確かつ適切に必要な情報を収集する
ことができる」ことが学生の目標となっている現状
である。日々の観察を通して、１例目の助産過程、
助産技術を振り返り、２～３例目の実施によってや
っと達成する状況であった。特に、母性看護学実習
での受け持ち事例の状況によっては、「情報収集」、
「観察」も技術・知識ともに不十分な様子がみられ
ていることから、産褥展開事例数は、２ないし３例
以上が望ましく、事前に観察技術の確認を強化する
必要があるであろう。
　また、「産褥うつの発見とケア」、「１か月健診の
ケア」、「乳房ケア」の項目については到達度が指導
のもとでできるであり、「虐待ハイリスク要因の早
期発見・支援」は、学内演習で実施できるである。「虐
待ハイリスク要因の早期発見・支援」は、学内演習
に取り入れていく必要がある。指導のもとにできる
到達度である「産褥うつの発見とケア」、「１か月健
診のケア」、「乳房ケア」の３項目については、日々
の観察・診断を通して必要時、指導者または教員が
支援していくことで到達していくであろう。特に「乳
房ケア」については、助産学生にとって毎年課題と
なる項目である。乳房の形態や母乳分泌は、人それ
ぞれ異なり、新生児の状況によっても変わってくる
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ことから体験を通して学んでいく知識が非常に多い
といえるであろう。そのため、実習では、なるべく
機会があれば多くの方の乳房や授乳の観察をしてい
くことで学生自身判断していくことができるように
つながると思われる。

４．継続事例
　平成21年４月カリキュラム改正後、「分娩介助10
回程度」に含めて助産学実習では、妊娠中期から産
後１か月までの継続事例実習をすることが望ましい
とされた。本大学では、実習施設の指導体制等の課
題があり、37週からの分娩予定期間すべてにおいて
指導体制を組むのが難しいとのことから平成22年に
継続事例を導入することになった。川島らは、分娩
期の学びには継続・非継続間での有意差はみられな
かったが、継続事例実習では、『「よいお産」への援
助』、非継続事例実習では、「分娩介助」についての
学びが多かったこと報告している７）。
　本大学の継続事例実習においても１例という少な
い事例数であるが、１人の女性を妊娠、分娩、産褥
と継続して受け持つことで信頼関係が構築され、妊
娠・分娩・産褥期の一連の経過をかかわることで、
対象の特徴をとらえた中でのケアにつながり、妊娠
期からのからだ作りの重要性やどのようにすると対
象にとって「満足なお産」にすることができるかを
学ぶだけではなく、最終的に、自分の考える助産師
像を見出すことができた。このように、妊娠期から
産後１か月まで受け持つことは、実習期間の設定が
難しいが非常に効果が高い実習となるため、今後も
継続事例実習は重要である。今後の大学院助産学教
育では、他の講義と実習期間の十分な調整が欠かせ
ないであろう。

５	．本大学における学部助産学教育の助産技術到達
度からみた課題
１）妊娠期
　学部助産学教育では、過密なカリキュラムなた
め妊娠期実習の期間が短くなることから達成度に
も限界がある。特に、妊娠初期にかかわる機会が
ほとんどないことから、「時期に応じた妊娠の診
断方法を選択する」という項目については、機会
がない。今後は、講義で学んだ妊娠の診断の知識
をもとにどう活用するかという点で実習を通して
実践できるようにすることが望ましい。また、「流
早産・胎内死亡など心理的危機に直面した妊産婦

と家族のケア」が指導のもとにできるに厚労省の
卒業時到達目標が設定されたことから、周産期の
女性および家族の心理や危機理論を含めた講義を
行い、知識を深めることが必要である。
２）分娩期
　厚労省卒業時到達度目標の「分娩期の診断とケ
ア」では、正常分娩と異常状態に項目が分類され
ている。正常分娩では、「分娩開始の診断」「分娩
進行状態の診断」「産婦と胎児の健康状態の診断」
「分娩進行に伴う産婦と家族のケア」「経膣分娩介
助」「出生直後の母子接触・早期授乳」「分娩進行
に伴う異常発生の予測と予防的行動」が少しの助
言で自立してできるである。学部助産学教育では、
「分娩進行に伴う異常発生の予測と予防的行動」
が困難であった。今後は、ハイリスクの講義の中
に「分娩進行に伴う異常発生の予測と予防的行動」
の内容を組み込みながら、演習で紙上事例を展開
していくことが必要であろう。
　分娩介助技術では、10例目の介助時には自立し
てできるように成長しているが、１例目に低得点
であった「肩甲娩出」、「第３回旋の調整」、「出生
直後の新生児の保温」については、特に演習で実
技練習を強化し、繰り返し行うことが実践力につ
ながると思われる。
３）産褥・新生児期
　母性看護学実習で１例を受け持ち産褥・新生児
について事例展開をしているが、期間が空いてい
ること少子化による影響で、必ずしも正常産褥事
例を受け持つことができていない。そのため、助
産学実習では、正常な産褥経過を把握したうえで、
対象は正常か逸脱徴候があるのか否かの診断を母
性看護学での体験を生かしながら実習することは
難しい状況であった。実習前に母性看護学実習で
の体験状況を技術も含めて確認したうえで、実習
に入ることが望ましく、また、産褥・新生児は２
～３例は少なくとも受け持ち実習していくことが
必要であると考える。トンプソンは、助産師のケ
アで最も重要なことは安全であること、教師は学
内においても臨床においても臨床実践での卓越し
た確実な基盤に基づいて教えることが重要である
８）との報告がある。
　そのため、厚労省の卒業時到達目標を念頭に入
れた上で、講義・演習・臨地実習を連動させなが
ら、対象の安全・快適さを確保しつつ、エビデン
スに基づいたケアを提供できるように指導してい
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くことが必要であると考える。学生が実践力を高
めるためには、講義・演習・臨地実習を連動させる
のはもちろんだが、実習が重要な位置づけである。
　アメリカ助産学会卒業時コアコンペンテシー９）

では、「分娩介助20例」としている。その結果、
科学の理論に基づいた学習と女性と新生児ケアの
管理に必要な判断力と技術を臨床的に身につける
ことができるであろうとしている。しかし、現代
の日本は、少子化、産婦人科医師不足などにより、
国家試験受験資格である分娩介助10例10）を満たす
ことは学生数が増えるほど困難となり、恵美須の
報告にもあるように実習施設の確保や指導教員の
不足・指導力が課題に挙げられており、かつ、教
員が不足している状況下で24時間体制の指導をし
なければならない現状から教員の負担が非常に大
きい11）という報告がされている。実習施設の確保
が難しいとされている現代では、実習事例数と獲
得される能力との関連について評価が十分になさ
れていない状況である。そのため、助産師の質向
上させるためには、臨床と教育機関が連携した実
習指導が重要であり、実習事例数と獲得される能
力を評価し、卒業時目標到達度を含めて検証して
いくことが望ましいであろう。

Ⅴ．おわりに
　助産師養成機関の形態は全国さまざまである。産
婦人科医師不足・少子化が課題となっている現代の
日本において助産師の求められる役割は大きく、重
要である。そのため、卒業時にどのような助産師像
を求めるかによって教育内容が異なる。しかし、学
部助産学教育から２年生の大学院に変更しても学生
時代に学習する内容には限界がある。教育の場では、
厚労省が出した「卒業時到達目標」が達成できるよ
うにし、卒業後は、臨床と協力して継続した助産師
新人教育ができるような体制の整備が望ましい。ま
た、助産師の助産診断力・実践能力を高めるために
は必要となる経験数もあるが、学部助産学教育では、
分娩介助１例１例を丁寧に振り返ることで課題が明
確化し、スキルアップにつながっていくことが明確
になったことから、きめ細かな評価の重要性も示唆
された。今後の大学院助産学教育は、講義・演習・
臨地実習の連動を強化し、実習期間内での内容の組
み立て方としては、妊娠、分娩、産褥・新生児期を
まとめて同時にするのではなく各期に分けた実習と

継続事例で各期を統合した実習方法が望ましいであ
ろう。これらのことを念頭に置き、実習環境・指導
体制の整備はもちろん、学生個々の特徴を見極めな
がら、体験数の検討と質の向上につながる教育を目
指していきたい。
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